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一

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
国
境
を
越
え
る
取
引
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
、
企
業
及
び
個
人
の
海
外
取
引
及
び
海
外
資
産
の
運
用
形
態
等
が

(1)
複
雑
化
し
、
及
び
多
様
化
し
て
い
る
中
、
近
年
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
及
び
Ｇ

に
お
け
る
国
際
的
な
脱
税
及
び
租
税
回
避
行
為
に
対
処
す
る
た
め
の
国
際
協
力
の

20

機
運
が
一
層
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。

多
国
籍
企
業
及
び
富
裕
層
に
よ
る
課
税
逃
れ
が
横
行
す
る
こ
と
は
、
課
税
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
我
が
国
と
し
て
も
、

(2)
こ
れ
ま
で
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
及
び
Ｇ

が
推
進
し
て
き
た
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
（
税
源
浸
食
及
び
利
益
移
転
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
、
国
際
的
な
脱
税
及
び
租
税
回
避
行
為
へ

20

の
対
応
に
各
国
と
も
連
携
し
つ
つ
取
り
組
ん
で
い
る
。
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
十
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
終

報
告
書
で
は
、
多
国
籍
企
業
等
に
よ
る
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
に
対
応
す
る
た
め
の
様
々
な
措
置
を
勧
告
し
て
い
る
。

勧
告
の
一
つ
と
し
て
、
二
国
間
の
租
税
条
約
を
一
挙
に
修
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
の
う
ち
租
税
条
約
に
関
連
す
る
も
の
を
効
率
的

(3)
に
二
国
間
の
租
税
条
約
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
多
数
国
間
条
約
の
策
定
が
勧
告
さ
れ
、
平
成
二
十
七
年
（
二
千
十
五
年
）
十
一
月
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
及
び

Ｇ

に
よ
っ
て
そ
の
設
置
が
承
認
さ
れ
た
こ
の
条
約
の
策
定
の
た
め
の
特
別
部
会
に
お
い
て
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
我
が
国
も
積
極
的
に
当
該
特
別

20
部
会
に
お
け
る
交
渉
に
参
加
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
十
一
月
に
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
十
二
月
末
に
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
て
お
り
、
平
成
三
十
年
二
月
一
日
ま
で
に
七
十
六
箇
国
（
地

(4)
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
。
我
が
国
は
、
平
成
二
十
九
年
（
二
千
十
七
年
）
六
月
七
日
に
パ
リ
に
お
い
て
、
薗
浦
外
務
副
大

臣
が
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
に
対
処
す
る
た
め
の
租
税
条
約
関
連
措
置
を
迅
速
に
、
協
調
し
て
、
及
び
一
致
し
て
実
施
す
る
た
め
の
法
的
な

枠
組
み
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
に
更
に
効
果
的
に
対
処
す
る
と
の
見
地
か

ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務
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二

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

租
税
条
約
の
特
典
（
投
資
所
得
に
対
す
る
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
の
減
免
規
定
等
）
の
濫
用
の
防
止
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

(1)

進
出
先
国
に
お
け
る
事
業
拠
点
が
恒
久
的
施
設
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
を
人
為
的
に
回
避
す
る
と
い
う
租
税
回
避
行
為
に
有
効
に
対
処
す
る
た
め
の
規
定

(2)
を
設
け
る
こ
と
。

租
税
条
約
に
関
連
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
相
互
協
議
手
続
を
よ
り
実
効
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

(3)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

我
が
国
が
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
に
更
に
効
果
的
に
対
処
す
る
観
点
か
ら
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

５

我
が
国
が
行
う
留
保
及
び
選
択

我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
当
た
り
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
次
の
内
容
の
留
保
及
び
選
択
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

課
税
上
存
在
し
な
い
団
体
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
の
規
定
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
（
第
三
条
２
）
を
適
用
し
な
い
（
第
三
条
５

）
。

(1)

(f)

双
方
居
住
者
に
該
当
す
る
団
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
の
一
部
（
第
四
条
１
第
二
文
括
弧
書
）
を
適
用
し
な
い
（
第
四
条
３

）
。

(2)

(e)

こ
の
条
約
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
条
約
（
以
下
「
対
象
租
税
協
定
」
と
い
う
。
）
の
前
文
に
、
経
済
関
係
の
発
展
を
図
る
こ
と
及
び
租
税
関
連
の
協

(3)
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
文
言
を
追
加
す
る
（
第
六
条
３
）
。

非
課
税
又
は
租
税
の
軽
減
の
機
会
を
生
じ
さ
せ
な
い
意
図
を
既
に
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
、
同
旨
の
前
文
の
文
言
を
追
加
す
る
規
定
（
第

(4)
六
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
六
条
４
）
。

配
当
を
移
転
す
る
取
引
に
対
す
る
課
税
の
減
免
の
適
用
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
第
八
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
八
条
３

）
。

(5)

(a)

不
動
産
化
体
株
式
の
譲
渡
に
関
す
る
規
定
（
第
九
条
４
）
を
適
用
す
る
（
第
九
条
３
）
。

(6)

自
国
の
居
住
者
に
対
す
る
課
税
権
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
第
十
一
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
十
一
条
３

）
。

(7)

(a)

い
か
な
る
活
動
も
、
そ
の
活
動
が
準
備
的
・
補
助
的
活
動
で
あ
る
場
合
に
限
り
恒
久
的
施
設
に
当
た
ら
な
い
旨
の
規
定
（
第
十
三
条
２
）
を
適
用
す
る

(8)
（
第
十
三
条
１
）
。

建
築
工
事
現
場
等
に
関
す
る
契
約
の
分
割
に
よ
る
恒
久
的
施
設
の
地
位
の
人
為
的
な
回
避
に
関
す
る
規
定
（
第
十
四
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
十
四

(9)
条
３

）
。

(a)
仲
裁
条
項
（
第
六
部
）
を
適
用
す
る
（
第
十
八
条
）
。

(10)

判
決
等
が
あ
っ
た
事
案
は
仲
裁
に
付
託
さ
れ
な
い
こ
と
等
を
規
定
す
る
規
則
を
適
用
す
る
（
第
十
九
条

）
。

(11)

12

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
が
権
限
の
あ
る
当
局
か
ら
提
出
さ
れ
る
情
報
に
基
づ
き
仲
裁
に
付
さ
れ
た
事
項
を
決
定
す
る
仲
裁
手
続
を
適
用
す
る
（
第
二
十

(12)
三
条
２
）
。

義
務
的
か
つ
拘
束
力
を
有
す
る
仲
裁
を
既
に
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
、
仲
裁
条
項
を
適
用
し
な
い
（
第
二
十
六
条
４
）
。

(13)

個
人
以
外
の
双
方
居
住
者
を
い
ず
れ
か
の
当
事
国
の
居
住
者
に
振
り
分
け
る
事
案
を
仲
裁
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
ほ
か
、
各
国
が
付
す
る
仲
裁
対
象
事

(14)
案
の
制
限
（
相
手
国
の
国
内
法
に
規
定
す
る
濫
用
防
止
規
定
が
適
用
さ
れ
る
事
案
に
つ
い
て
は
仲
裁
対
象
と
し
な
い
等
）
に
関
す
る
留
保
に
つ
き
、
相
手

国
の
留
保
と
同
じ
範
囲
で
仲
裁
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
（
第
二
十
八
条
２
）
。

６

他
の
国
際
約
束
と
の
関
係

我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
二
国
間
の
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
を
回
避
す
る
た
め
の
条
約
（
以
下
「
二
国
間
の
租
税
条
約
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
対
象
租
税
協
定
と
な
る
も
の
の
規
定
に
代
え
て
、
又
は
加
え
て
、
こ
の
条
約
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
二
国
間
の
租
税
条
約
の
適
用
関

係
が
一
部
修
正
さ
れ
る
。
な
お
、
我
が
国
は
、
原
則
と
し
て
、
相
手
国
と
の
間
で
こ
の
条
約
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
識
の
一
致
を
み
た
二
国

間
の
租
税
条
約
を
対
象
租
税
協
定
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
我
が
国
が
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
終
報
告
書
の
勧
告
内
容
を
踏
ま
え

て
締
結
し
た
又
は
今
後
締
結
す
る
二
国
間
の
租
税
条
約
で
あ
っ
て
、
既
に
こ
の
条
約
に
含
ま
れ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
（
平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在
、
国
会
承
認
済
み
の
二
国
間
の
租
税
条
約
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
チ
リ
、
ラ
ト
ビ
ア
及
び
ス
ロ
ベ
ニ

ア
、
署
名
済
み
の
二
国
間
の
租
税
条
約
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
リ
ト
ア
ニ
ア
及
び
ロ
シ
ア
）
に
つ
い
て
は
、
対
象
租
税

協
定
と
し
な
い
予
定
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
二
国
間
の
租
税
条
約
で
あ
っ
て
次
の
国
と
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
相
手
国
と
の
間
で

こ
の
条
約
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
識
の
一
致
を
み
た
も
の
を
対
象
租
税
協
定
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
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三

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

租
税
条
約
の
特
典
（
投
資
所
得
に
対
す
る
源
泉
地
国
に
お
け
る
課
税
の
減
免
規
定
等
）
の
濫
用
の
防
止
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

(1)

進
出
先
国
に
お
け
る
事
業
拠
点
が
恒
久
的
施
設
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
を
人
為
的
に
回
避
す
る
と
い
う
租
税
回
避
行
為
に
有
効
に
対
処
す
る
た
め
の
規
定

(2)
を
設
け
る
こ
と
。

租
税
条
約
に
関
連
す
る
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
相
互
協
議
手
続
を
よ
り
実
効
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

(3)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

我
が
国
が
国
際
的
な
租
税
回
避
行
為
に
更
に
効
果
的
に
対
処
す
る
観
点
か
ら
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

５

我
が
国
が
行
う
留
保
及
び
選
択

我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
当
た
り
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
次
の
内
容
の
留
保
及
び
選
択
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

課
税
上
存
在
し
な
い
団
体
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
の
規
定
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
（
第
三
条
２
）
を
適
用
し
な
い
（
第
三
条
５

）
。

(1)

(f)

双
方
居
住
者
に
該
当
す
る
団
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
の
一
部
（
第
四
条
１
第
二
文
括
弧
書
）
を
適
用
し
な
い
（
第
四
条
３

）
。

(2)

(e)

こ
の
条
約
の
適
用
対
象
と
な
る
租
税
条
約
（
以
下
「
対
象
租
税
協
定
」
と
い
う
。
）
の
前
文
に
、
経
済
関
係
の
発
展
を
図
る
こ
と
及
び
租
税
関
連
の
協

(3)
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
文
言
を
追
加
す
る
（
第
六
条
３
）
。

非
課
税
又
は
租
税
の
軽
減
の
機
会
を
生
じ
さ
せ
な
い
意
図
を
既
に
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
、
同
旨
の
前
文
の
文
言
を
追
加
す
る
規
定
（
第

(4)
六
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
六
条
４
）
。

配
当
を
移
転
す
る
取
引
に
対
す
る
課
税
の
減
免
の
適
用
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
第
八
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
八
条
３

）
。

(5)

(a)

不
動
産
化
体
株
式
の
譲
渡
に
関
す
る
規
定
（
第
九
条
４
）
を
適
用
す
る
（
第
九
条
３
）
。

(6)

自
国
の
居
住
者
に
対
す
る
課
税
権
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
第
十
一
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
十
一
条
３

）
。

(7)

(a)

い
か
な
る
活
動
も
、
そ
の
活
動
が
準
備
的
・
補
助
的
活
動
で
あ
る
場
合
に
限
り
恒
久
的
施
設
に
当
た
ら
な
い
旨
の
規
定
（
第
十
三
条
２
）
を
適
用
す
る

(8)
（
第
十
三
条
１
）
。

建
築
工
事
現
場
等
に
関
す
る
契
約
の
分
割
に
よ
る
恒
久
的
施
設
の
地
位
の
人
為
的
な
回
避
に
関
す
る
規
定
（
第
十
四
条
１
）
を
適
用
し
な
い
（
第
十
四

(9)
条
３

）
。

(a)
仲
裁
条
項
（
第
六
部
）
を
適
用
す
る
（
第
十
八
条
）
。

(10)

判
決
等
が
あ
っ
た
事
案
は
仲
裁
に
付
託
さ
れ
な
い
こ
と
等
を
規
定
す
る
規
則
を
適
用
す
る
（
第
十
九
条

）
。

(11)

12

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
が
権
限
の
あ
る
当
局
か
ら
提
出
さ
れ
る
情
報
に
基
づ
き
仲
裁
に
付
さ
れ
た
事
項
を
決
定
す
る
仲
裁
手
続
を
適
用
す
る
（
第
二
十

(12)
三
条
２
）
。

義
務
的
か
つ
拘
束
力
を
有
す
る
仲
裁
を
既
に
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
、
仲
裁
条
項
を
適
用
し
な
い
（
第
二
十
六
条
４
）
。

(13)

個
人
以
外
の
双
方
居
住
者
を
い
ず
れ
か
の
当
事
国
の
居
住
者
に
振
り
分
け
る
事
案
を
仲
裁
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
ほ
か
、
各
国
が
付
す
る
仲
裁
対
象
事

(14)
案
の
制
限
（
相
手
国
の
国
内
法
に
規
定
す
る
濫
用
防
止
規
定
が
適
用
さ
れ
る
事
案
に
つ
い
て
は
仲
裁
対
象
と
し
な
い
等
）
に
関
す
る
留
保
に
つ
き
、
相
手

国
の
留
保
と
同
じ
範
囲
で
仲
裁
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
（
第
二
十
八
条
２
）
。

６

他
の
国
際
約
束
と
の
関
係

我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
二
国
間
の
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
を
回
避
す
る
た
め
の
条
約
（
以
下
「
二
国
間
の
租
税
条
約
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
対
象
租
税
協
定
と
な
る
も
の
の
規
定
に
代
え
て
、
又
は
加
え
て
、
こ
の
条
約
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
二
国
間
の
租
税
条
約
の
適
用
関

係
が
一
部
修
正
さ
れ
る
。
な
お
、
我
が
国
は
、
原
則
と
し
て
、
相
手
国
と
の
間
で
こ
の
条
約
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
識
の
一
致
を
み
た
二
国

間
の
租
税
条
約
を
対
象
租
税
協
定
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
我
が
国
が
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
終
報
告
書
の
勧
告
内
容
を
踏
ま
え

て
締
結
し
た
又
は
今
後
締
結
す
る
二
国
間
の
租
税
条
約
で
あ
っ
て
、
既
に
こ
の
条
約
に
含
ま
れ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
（
平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在
、
国
会
承
認
済
み
の
二
国
間
の
租
税
条
約
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
チ
リ
、
ラ
ト
ビ
ア
及
び
ス
ロ
ベ
ニ

ア
、
署
名
済
み
の
二
国
間
の
租
税
条
約
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
リ
ト
ア
ニ
ア
及
び
ロ
シ
ア
）
に
つ
い
て
は
、
対
象
租
税

協
定
と
し
な
い
予
定
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
我
が
国
が
締
結
し
て
い
る
二
国
間
の
租
税
条
約
で
あ
っ
て
次
の
国
と
の
間
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
相
手
国
と
の
間
で

こ
の
条
約
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
識
の
一
致
を
み
た
も
の
を
対
象
租
税
協
定
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
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四

中
華
人
民
共
和
国
、
チ
ェ
コ
、
エ
ジ
プ
ト
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、
香
港
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
大
韓
民
国
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ル
ド
バ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
（
注
）
、
ス
リ
ラ
ン

カ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
ト
ル
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ザ
ン
ビ
ア

注

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在
改
正
の
た
め
の
交
渉
中
で
あ
り
、
交
渉
の
結
果
こ
の
条
約
に
含
ま
れ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
が
反
映
さ
れ
る
場
合
に

は
、
対
象
租
税
協
定
と
し
な
い
予
定
で
あ
る
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
三
十
九
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

条
約
の
適
用
範
囲
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
全
て
の
対
象
租
税
協
定
を
修
正
す
る
。

２

用
語
の
解
釈
（
第
二
条
）

こ
の
条
約
上
の
用
語
（
「
対
象
租
税
協
定
」
、
「
締
約
国
」
、
「
当
事
国
」
及
び
「
署
名
国
」
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
条
約
に
定
義

の
な
い
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
対
象
租
税
協
定
に
従
っ
て
解
釈
す
る
。

３

課
税
上
存
在
し
な
い
団
体
（
第
三
条
）

い
ず
れ
か
の
当
事
国
の
租
税
に
関
す
る
法
令
の
下
に
お
い
て
課
税
上
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
団
体
若
し
く
は
仕
組
み
に
よ
っ
て
又
は

(1)
こ
の
よ
う
な
団
体
若
し
く
は
仕
組
み
を
通
じ
て
取
得
さ
れ
る
所
得
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
一
方
の
当
事
国
の
居
住
者
の
所
得
と
み
な
す

旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

一
方
の
当
事
国
に
お
け
る
当
該
一
方
の
当
事
国
の
居
住
者
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
の
規
定
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い

(2)
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

双
方
居
住
者
に
該
当
す
る
団
体
（
第
四
条
）

対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
よ
っ
て
二
以
上
の
当
事
国
の
居
住
者
に
該
当
す
る
者
（
双
方
居
住
者
）
で
個
人
以
外
の
も
の
の
振
分
け
に
関
す
る
規
定
を
当
該

対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５

二
重
課
税
の
除
去
の
た
め
の
方
法
の
適
用
（
第
五
条
）

対
象
租
税
協
定
の
各
当
事
国
の
居
住
者
に
適
用
さ
れ
る
二
重
課
税
の
除
去
の
規
定
の
適
用
を
制
限
す
る
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る

こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

対
象
租
税
協
定
の
目
的
（
第
六
条
）

租
税
条
約
は
脱
税
又
は
租
税
回
避
を
通
じ
た
非
課
税
又
は
租
税
の
軽
減
の
機
会
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
二
重
課
税
を
除
去
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
締

(1)
結
さ
れ
る
旨
を
対
象
租
税
協
定
の
前
文
に
追
加
す
る
。

租
税
条
約
は
経
済
関
係
の
発
展
を
図
る
こ
と
及
び
租
税
関
連
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
締
結
さ
れ
る
旨
を
対
象
租
税
協
定
の
前
文
に
追
加

(2)
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

条
約
の
濫
用
の
防
止
（
第
七
条
）

取
引
等
の
主
要
な
目
的
が
対
象
租
税
協
定
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
対
象
租
税
協
定
の
特
典
は
与
え
ら
れ
な
い
旨
の
規
定
を
当
該

(1)
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

特
典
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
一
定
の
要
件
を
満
た
す
適
格
者
等
に
限
定
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
選
択

(2)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

配
当
を
移
転
す
る
取
引
（
第
八
条
）

配
当
に
つ
い
て
源
泉
地
国
に
お
い
て
租
税
を
免
除
し
、
又
は
限
度
税
率
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
の
規
定
は
、
配
当
の
受
益
者
が
当
該

配
当
を
支
払
う
法
人
の
資
本
等
を
一
定
期
間
所
有
す
る
場
合
等
に
限
り
適
用
す
る
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

９

主
と
し
て
不
動
産
か
ら
価
値
が
構
成
さ
れ
る
団
体
の
株
式
又
は
持
分
の
譲
渡
か
ら
生
ず
る
収
益
（
第
九
条
）

不
動
産
化
体
株
式
の
譲
渡
に
よ
っ
て
取
得
す
る
収
益
に
対
し
て
不
動
産
が
所
在
す
る
当
事
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
対

(1)
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五

中
華
人
民
共
和
国
、
チ
ェ
コ
、
エ
ジ
プ
ト
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、
香
港
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
大
韓
民
国
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
キ
ル
ギ
ス
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ル
ド
バ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
オ
マ
ー
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
、
カ
タ
ー
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
（
注
）
、
ス
リ
ラ
ン

カ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
タ
イ
、
ト
ル
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ザ
ン
ビ
ア

注

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在
改
正
の
た
め
の
交
渉
中
で
あ
り
、
交
渉
の
結
果
こ
の
条
約
に
含
ま
れ
る
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
が
反
映
さ
れ
る
場
合
に

は
、
対
象
租
税
協
定
と
し
な
い
予
定
で
あ
る
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
三
十
九
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

条
約
の
適
用
範
囲
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
全
て
の
対
象
租
税
協
定
を
修
正
す
る
。

２

用
語
の
解
釈
（
第
二
条
）

こ
の
条
約
上
の
用
語
（
「
対
象
租
税
協
定
」
、
「
締
約
国
」
、
「
当
事
国
」
及
び
「
署
名
国
」
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
条
約
に
定
義

の
な
い
用
語
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
対
象
租
税
協
定
に
従
っ
て
解
釈
す
る
。

３

課
税
上
存
在
し
な
い
団
体
（
第
三
条
）

い
ず
れ
か
の
当
事
国
の
租
税
に
関
す
る
法
令
の
下
に
お
い
て
課
税
上
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
団
体
若
し
く
は
仕
組
み
に
よ
っ
て
又
は

(1)
こ
の
よ
う
な
団
体
若
し
く
は
仕
組
み
を
通
じ
て
取
得
さ
れ
る
所
得
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
一
方
の
当
事
国
の
居
住
者
の
所
得
と
み
な
す

旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

一
方
の
当
事
国
に
お
け
る
当
該
一
方
の
当
事
国
の
居
住
者
に
関
す
る
二
重
課
税
の
除
去
の
規
定
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い

(2)
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

双
方
居
住
者
に
該
当
す
る
団
体
（
第
四
条
）

対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
よ
っ
て
二
以
上
の
当
事
国
の
居
住
者
に
該
当
す
る
者
（
双
方
居
住
者
）
で
個
人
以
外
の
も
の
の
振
分
け
に
関
す
る
規
定
を
当
該

対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５

二
重
課
税
の
除
去
の
た
め
の
方
法
の
適
用
（
第
五
条
）

対
象
租
税
協
定
の
各
当
事
国
の
居
住
者
に
適
用
さ
れ
る
二
重
課
税
の
除
去
の
規
定
の
適
用
を
制
限
す
る
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る

こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

対
象
租
税
協
定
の
目
的
（
第
六
条
）

租
税
条
約
は
脱
税
又
は
租
税
回
避
を
通
じ
た
非
課
税
又
は
租
税
の
軽
減
の
機
会
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
二
重
課
税
を
除
去
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
締

(1)
結
さ
れ
る
旨
を
対
象
租
税
協
定
の
前
文
に
追
加
す
る
。

租
税
条
約
は
経
済
関
係
の
発
展
を
図
る
こ
と
及
び
租
税
関
連
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
締
結
さ
れ
る
旨
を
対
象
租
税
協
定
の
前
文
に
追
加

(2)
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

条
約
の
濫
用
の
防
止
（
第
七
条
）

取
引
等
の
主
要
な
目
的
が
対
象
租
税
協
定
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
対
象
租
税
協
定
の
特
典
は
与
え
ら
れ
な
い
旨
の
規
定
を
当
該

(1)
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

特
典
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
一
定
の
要
件
を
満
た
す
適
格
者
等
に
限
定
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
選
択

(2)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

配
当
を
移
転
す
る
取
引
（
第
八
条
）

配
当
に
つ
い
て
源
泉
地
国
に
お
い
て
租
税
を
免
除
し
、
又
は
限
度
税
率
を
設
け
る
こ
と
を
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
の
規
定
は
、
配
当
の
受
益
者
が
当
該

配
当
を
支
払
う
法
人
の
資
本
等
を
一
定
期
間
所
有
す
る
場
合
等
に
限
り
適
用
す
る
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

９

主
と
し
て
不
動
産
か
ら
価
値
が
構
成
さ
れ
る
団
体
の
株
式
又
は
持
分
の
譲
渡
か
ら
生
ず
る
収
益
（
第
九
条
）

不
動
産
化
体
株
式
の
譲
渡
に
よ
っ
て
取
得
す
る
収
益
に
対
し
て
不
動
産
が
所
在
す
る
当
事
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
対

(1)
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六

象
租
税
協
定
の
規
定
は
譲
渡
前
の
一
定
期
間
内
に
そ
の
株
式
又
は
持
分
の
価
値
の
一
定
割
合
を
超
え
る
も
の
が
不
動
産
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ

れ
る
旨
の
規
定
、
及
び
当
該
対
象
租
税
協
定
の
規
定
は
組
合
等
の
持
分
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す

る
。対

象
租
税
協
定
に
つ
い
て
、
不
動
産
化
体
株
式
の
譲
渡
収
益
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2)
当
事
国
以
外
の
国
又
は
地
域
の
内
に
存
在
す
る
恒
久
的
施
設
に
関
す
る
濫
用
を
防
止
す
る
規
則
（
第
十
条
）

10

第
三
国
に
存
在
す
る
恒
久
的
施
設
に
帰
属
す
る
所
得
に
つ
い
て
、
当
該
第
三
国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
租
税
の
額
が
一
定
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
源

泉
地
国
に
お
い
て
対
象
租
税
協
定
の
特
典
は
与
え
ら
れ
な
い
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

自
国
の
居
住
者
に
対
し
て
租
税
を
課
す
る
締
約
国
の
権
利
を
制
限
す
る
租
税
協
定
の
適
用
（
第
十
一
条
）

11

対
象
租
税
協
定
は
自
国
の
居
住
者
に
対
す
る
締
約
国
の
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

問
屋
契
約
及
び
こ
れ
に
類
す
る
方
策
を
通
じ
た
恒
久
的
施
設
の
地
位
の
人
為
的
な
回
避
（
第
十
二
条
）

12

契
約
の
締
結
に
関
す
る
一
定
の
代
理
人
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
理
人
の
存
在
を
も
っ
て
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租

税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

特
定
の
活
動
に
関
す
る
除
外
を
利
用
し
た
恒
久
的
施
設
の
地
位
の
人
為
的
な
回
避
（
第
十
三
条
）

13

事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
恒
久
的
施
設
を
構
成
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
の
活
動
に
関
す
る
規
定
を
対
象
租

(1)
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

関
連
者
間
で
細
分
化
さ
れ
た
事
業
活
動
は
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
恒
久
的
施
設
を
認
定
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(2)
契
約
の
分
割
（
第
十
四
条
）

14

建
築
工
事
現
場
等
が
恒
久
的
施
設
と
な
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
の
期
間
に
つ
い
て
、
関
連
者
が
当
該
建
築
工
事
現
場
等
に
関
連
し
て
行
う
活
動
の
期

間
を
合
算
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

企
業
と
密
接
に
関
連
す
る
者
の
定
義
（
第
十
五
条
）

15

第
十
二
条
、
第
十
三
条
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
対
象
租
税
協
定
に
規
定
す
る
関
連
者
の
定
義
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

相
互
協
議
手
続
（
第
十
六
条
）

16

対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
適
合
し
な
い
課
税
に
つ
い
て
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
が
相
手
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
と
の
合
意
に
よ
っ
て
事
案
を
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
応
的
調
整
（
第
十
七
条
）

17

一
方
の
当
事
国
が
行
っ
た
移
転
価
格
課
税
に
関
し
て
、
他
方
の
当
事
国
が
自
国
の
企
業
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
減
額
更
正
を
行
う
旨
の
規
定
を
対
象
租

税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
六
部
の
規
定
の
適
用
の
選
択
（
第
十
八
条
）

18

第
六
部
に
規
定
す
る
仲
裁
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

義
務
的
か
つ
拘
束
力
を
有
す
る
仲
裁
（
第
十
九
条
）

19

相
互
協
議
手
続
の
申
立
て
が
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
権
限
の
あ
る
当
局
間
の
協
議
に
よ
っ
て
解
決
の
た
め
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
仲
裁
決
定
に
基
づ
い
て
解
決
す
る
こ
と
並
び
に
仲
裁
に
係
る
要
件
及
び
手
続
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
の
任
命
（
第
二
十
条
）

20

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
の
任
命
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
手
続
の
秘
密
（
第
二
十
一
条
）

21

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
等
は
、
対
象
租
税
協
定
の
情
報
交
換
規
定
等
に
お
け
る
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
又
は
当
局
と
み
な
し
、
ま
た
、
仲
裁

の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
等
が
受
領
す
る
情
報
は
、
対
象
租
税
協
定
の
情
報
交
換
規
定
に
基
づ
い
て
交
換
さ
れ
た
情
報
と
み
な
す
。

仲
裁
決
定
に
先
立
つ
事
案
の
解
決
（
第
二
十
二
条
）

22

仲
裁
の
要
請
が
行
わ
れ
て
か
ら
仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
が
そ
の
決
定
を
両
当
事
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
送
付
す
る
ま
で
の
間
に
相
互
協
議
手
続
及
び
仲

裁
手
続
が
終
了
す
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
手
続
の
種
類
（
第
二
十
三
条
）

23
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七

象
租
税
協
定
の
規
定
は
譲
渡
前
の
一
定
期
間
内
に
そ
の
株
式
又
は
持
分
の
価
値
の
一
定
割
合
を
超
え
る
も
の
が
不
動
産
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ

れ
る
旨
の
規
定
、
及
び
当
該
対
象
租
税
協
定
の
規
定
は
組
合
等
の
持
分
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す

る
。対

象
租
税
協
定
に
つ
い
て
、
不
動
産
化
体
株
式
の
譲
渡
収
益
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2)
当
事
国
以
外
の
国
又
は
地
域
の
内
に
存
在
す
る
恒
久
的
施
設
に
関
す
る
濫
用
を
防
止
す
る
規
則
（
第
十
条
）

10

第
三
国
に
存
在
す
る
恒
久
的
施
設
に
帰
属
す
る
所
得
に
つ
い
て
、
当
該
第
三
国
に
お
い
て
課
さ
れ
る
租
税
の
額
が
一
定
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
源

泉
地
国
に
お
い
て
対
象
租
税
協
定
の
特
典
は
与
え
ら
れ
な
い
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

自
国
の
居
住
者
に
対
し
て
租
税
を
課
す
る
締
約
国
の
権
利
を
制
限
す
る
租
税
協
定
の
適
用
（
第
十
一
条
）

11

対
象
租
税
協
定
は
自
国
の
居
住
者
に
対
す
る
締
約
国
の
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

問
屋
契
約
及
び
こ
れ
に
類
す
る
方
策
を
通
じ
た
恒
久
的
施
設
の
地
位
の
人
為
的
な
回
避
（
第
十
二
条
）

12

契
約
の
締
結
に
関
す
る
一
定
の
代
理
人
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
理
人
の
存
在
を
も
っ
て
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租

税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

特
定
の
活
動
に
関
す
る
除
外
を
利
用
し
た
恒
久
的
施
設
の
地
位
の
人
為
的
な
回
避
（
第
十
三
条
）

13

事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
恒
久
的
施
設
を
構
成
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
特
定
の
活
動
に
関
す
る
規
定
を
対
象
租

(1)
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

関
連
者
間
で
細
分
化
さ
れ
た
事
業
活
動
は
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
恒
久
的
施
設
を
認
定
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(2)
契
約
の
分
割
（
第
十
四
条
）

14

建
築
工
事
現
場
等
が
恒
久
的
施
設
と
な
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
の
期
間
に
つ
い
て
、
関
連
者
が
当
該
建
築
工
事
現
場
等
に
関
連
し
て
行
う
活
動
の
期

間
を
合
算
す
る
旨
の
規
定
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

企
業
と
密
接
に
関
連
す
る
者
の
定
義
（
第
十
五
条
）

15

第
十
二
条
、
第
十
三
条
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
対
象
租
税
協
定
に
規
定
す
る
関
連
者
の
定
義
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

相
互
協
議
手
続
（
第
十
六
条
）

16

対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
適
合
し
な
い
課
税
に
つ
い
て
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
が
相
手
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
と
の
合
意
に
よ
っ
て
事
案
を
解
決
す
る
よ
う
努
め
る
旨
の
規
定
を
当
該
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
応
的
調
整
（
第
十
七
条
）

17

一
方
の
当
事
国
が
行
っ
た
移
転
価
格
課
税
に
関
し
て
、
他
方
の
当
事
国
が
自
国
の
企
業
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
減
額
更
正
を
行
う
旨
の
規
定
を
対
象
租

税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
六
部
の
規
定
の
適
用
の
選
択
（
第
十
八
条
）

18

第
六
部
に
規
定
す
る
仲
裁
を
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

義
務
的
か
つ
拘
束
力
を
有
す
る
仲
裁
（
第
十
九
条
）

19

相
互
協
議
手
続
の
申
立
て
が
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
権
限
の
あ
る
当
局
間
の
協
議
に
よ
っ
て
解
決
の
た
め
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
仲
裁
決
定
に
基
づ
い
て
解
決
す
る
こ
と
並
び
に
仲
裁
に
係
る
要
件
及
び
手
続
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
の
任
命
（
第
二
十
条
）

20

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
の
任
命
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
手
続
の
秘
密
（
第
二
十
一
条
）

21

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
等
は
、
対
象
租
税
協
定
の
情
報
交
換
規
定
等
に
お
け
る
情
報
の
開
示
を
受
け
る
者
又
は
当
局
と
み
な
し
、
ま
た
、
仲
裁

の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
等
が
受
領
す
る
情
報
は
、
対
象
租
税
協
定
の
情
報
交
換
規
定
に
基
づ
い
て
交
換
さ
れ
た
情
報
と
み
な
す
。

仲
裁
決
定
に
先
立
つ
事
案
の
解
決
（
第
二
十
二
条
）

22

仲
裁
の
要
請
が
行
わ
れ
て
か
ら
仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
が
そ
の
決
定
を
両
当
事
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
送
付
す
る
ま
で
の
間
に
相
互
協
議
手
続
及
び
仲

裁
手
続
が
終
了
す
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

仲
裁
手
続
の
種
類
（
第
二
十
三
条
）

23
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八

事
案
が
仲
裁
に
付
託
さ
れ
て
か
ら
仲
裁
決
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
手
続
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

異
な
る
解
決
に
つ
い
て
の
合
意
（
第
二
十
四
条
）

24

対
象
租
税
協
定
の
両
当
事
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
仲
裁
決
定
の
通
知
後
一
定
の
期
間
内
に
当
該
仲
裁
決
定
と
異
な
る
解
決
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
に

は
、
当
該
仲
裁
決
定
は
、
両
当
事
国
を
拘
束
し
な
い
。

仲
裁
手
続
の
費
用
（
第
二
十
五
条
）

25

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
の
報
酬
及
び
費
用
並
び
に
両
当
事
国
が
実
施
す
る
仲
裁
手
続
に
関
連
し
て
生
ず
る
費
用
は
、
両
当
事
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
が
合
意
に
よ
っ
て
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
両
当
事
国
が
負
担
す
る
。

第
六
部
の
規
定
の
適
用
対
象
（
第
二
十
六
条
）

26

第
六
部
の
規
定
は
、
仲
裁
を
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
代
え
て
、
又
は
仲
裁
を
規
定
し
て
い
な
い
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

署
名
及
び
批
准
、
受
諾
又
は
承
認
（
第
二
十
七
条
）

27

こ
の
条
約
は
、
二
千
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
全
て
の
国
又
は
一
定
の
地
域
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

留
保
（
第
二
十
八
条
）

28

こ
の
条
約
に
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、

留
保
に
つ
い
て
は
、
署
名
の
時
又
は
批
准
書
等
の
寄
託
の
時
に
付
す
る
。

通
告
（
第
二
十
九
条
）

29

第
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
通
告
は
、
署
名
の
時
又
は
批
准
書
等
の
寄
託
の
時
に
行
う
。

対
象
租
税
協
定
の
修
正
後
の
改
正
（
第
三
十
条
）

30

こ
の
条
約
の
規
定
は
、
こ
の
条
約
に
よ
る
修
正
後
に
対
象
租
税
協
定
の
当
事
国
間
で
行
わ
れ
る
改
正
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

締
約
国
会
議
（
第
三
十
一
条
）

31

締
約
国
は
、
締
約
国
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
釈
及
び
実
施
（
第
三
十
二
条
）

32

こ
の
条
約
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
対
象
租
税
協
定
の
規
定
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
し
て
生
ず
る
問
題
は
、
当
該
対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
解
決
さ

れ
る
。

改
正
（
第
三
十
三
条
）

33

締
約
国
は
、
寄
託
者
に
改
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
条
約
の
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

効
力
発
生
（
第
三
十
四
条
）

34

こ
の
条
約
の
効
力
発
生
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

適
用
の
開
始
（
第
三
十
五
条
）

35

こ
の
条
約
が
対
象
租
税
協
定
の
各
当
事
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

第
六
部
の
規
定
の
適
用
の
開
始
（
第
三
十
六
条
）

36

第
六
部
の
規
定
が
対
象
租
税
協
定
の
各
当
事
国
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

脱
退
（
第
三
十
七
条
）

37

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
寄
託
者
に
通
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
こ
の
条
約
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
定
書
と
の
関
係
（
第
三
十
八
条
）

38

こ
の
条
約
は
、
議
定
書
に
よ
っ
て
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

寄
託
者
（
第
三
十
九
条
）

39

こ
の
条
約
及
び
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
議
定
書
の
寄
託
者
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
事
務
総
長
と
す
る
。
ま
た
、
寄
託
者
は
、
締
約
国
等
に
対
し
て
、

批
准
書
等
の
寄
託
、
留
保
及
び
選
択
の
通
告
等
に
つ
い
て
通
報
す
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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九

事
案
が
仲
裁
に
付
託
さ
れ
て
か
ら
仲
裁
決
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
手
続
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

異
な
る
解
決
に
つ
い
て
の
合
意
（
第
二
十
四
条
）

24

対
象
租
税
協
定
の
両
当
事
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
仲
裁
決
定
の
通
知
後
一
定
の
期
間
内
に
当
該
仲
裁
決
定
と
異
な
る
解
決
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
に

は
、
当
該
仲
裁
決
定
は
、
両
当
事
国
を
拘
束
し
な
い
。

仲
裁
手
続
の
費
用
（
第
二
十
五
条
）

25

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
構
成
員
の
報
酬
及
び
費
用
並
び
に
両
当
事
国
が
実
施
す
る
仲
裁
手
続
に
関
連
し
て
生
ず
る
費
用
は
、
両
当
事
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
が
合
意
に
よ
っ
て
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
両
当
事
国
が
負
担
す
る
。

第
六
部
の
規
定
の
適
用
対
象
（
第
二
十
六
条
）

26

第
六
部
の
規
定
は
、
仲
裁
を
規
定
す
る
対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
代
え
て
、
又
は
仲
裁
を
規
定
し
て
い
な
い
対
象
租
税
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

署
名
及
び
批
准
、
受
諾
又
は
承
認
（
第
二
十
七
条
）

27

こ
の
条
約
は
、
二
千
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
全
て
の
国
又
は
一
定
の
地
域
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

留
保
（
第
二
十
八
条
）

28

こ
の
条
約
に
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
よ
っ
て
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
い
か
な
る
留
保
も
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、

留
保
に
つ
い
て
は
、
署
名
の
時
又
は
批
准
書
等
の
寄
託
の
時
に
付
す
る
。

通
告
（
第
二
十
九
条
）

29

第
二
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
通
告
は
、
署
名
の
時
又
は
批
准
書
等
の
寄
託
の
時
に
行
う
。

対
象
租
税
協
定
の
修
正
後
の
改
正
（
第
三
十
条
）

30

こ
の
条
約
の
規
定
は
、
こ
の
条
約
に
よ
る
修
正
後
に
対
象
租
税
協
定
の
当
事
国
間
で
行
わ
れ
る
改
正
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

締
約
国
会
議
（
第
三
十
一
条
）

31

締
約
国
は
、
締
約
国
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
釈
及
び
実
施
（
第
三
十
二
条
）

32

こ
の
条
約
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
対
象
租
税
協
定
の
規
定
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
し
て
生
ず
る
問
題
は
、
当
該
対
象
租
税
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
解
決
さ

れ
る
。

改
正
（
第
三
十
三
条
）

33

締
約
国
は
、
寄
託
者
に
改
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
条
約
の
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

効
力
発
生
（
第
三
十
四
条
）

34

こ
の
条
約
の
効
力
発
生
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

適
用
の
開
始
（
第
三
十
五
条
）

35

こ
の
条
約
が
対
象
租
税
協
定
の
各
当
事
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

第
六
部
の
規
定
の
適
用
の
開
始
（
第
三
十
六
条
）

36

第
六
部
の
規
定
が
対
象
租
税
協
定
の
各
当
事
国
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

脱
退
（
第
三
十
七
条
）

37

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
寄
託
者
に
通
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
こ
の
条
約
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議
定
書
と
の
関
係
（
第
三
十
八
条
）

38

こ
の
条
約
は
、
議
定
書
に
よ
っ
て
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

寄
託
者
（
第
三
十
九
条
）

39

こ
の
条
約
及
び
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
議
定
書
の
寄
託
者
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
事
務
総
長
と
す
る
。
ま
た
、
寄
託
者
は
、
締
約
国
等
に
対
し
て
、

批
准
書
等
の
寄
託
、
留
保
及
び
選
択
の
通
告
等
に
つ
い
て
通
報
す
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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一
〇

（
参

考
）

１

採
択

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日

パ
リ
に
お
い
て
採
択

２

効
力
発
生

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在

未
発
効
（
五
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
又
は
承
認
書
が
寄
託
さ
れ
た
日
に
開
始
す
る
三
箇
月
の
期
間
が
満
了

す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
）

３

署
名
国

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在

七
十
六
箇
国

ア
ン
ド
ラ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、

カ
メ
ル
ー
ン
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ

ン
マ
ー
ク
、
エ
ジ
プ
ト
、
フ
ィ
ジ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ガ
ボ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
（
＊
）
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
日
本
国
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
（
＊
）
、

大
韓
民
国
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
ラ
ト
ビ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
マ
ル
タ
、
マ
ン
島
（
＊
）
、

モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ナ
コ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
パ
ナ
マ
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ロ
シ
ア
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
セ
ル
ビ
ア
、
セ
ー
シ
ェ
ル
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ

ア
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
英
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ

（
＊

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）

４

締
約
国

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在

四
箇
国

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
（
＊
）
、
マ
ン
島
（
＊
）
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

（
＊

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）
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